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○今川室長   それでは、定刻となりましたので、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科

会新開発食品調査部会遺伝子組換え食品等調査会を開催いたします。私

は厚生労働省食品基準審査課新開発食品保健対策室の室長の今川でござ

います。どうぞよろしくお願いいたします。本日はお忙しい中、御参集

いただき、誠にありがとうございます。この度、新型コロナウィルス感

染拡大防止の観点から、オンライン会議での開催とさせていただきます。

なお、本日の審議は YouTube 配信しておりますことを申し添えます。  

 本日は前回に引き続き、ゲノム編集技術を利用して得られた魚類の食

品衛生上の取扱いについて２回目の開催となります。本日の出席状況で

すが、現時点で本調査会の委員６名中、６名の先生方に御出席いただい

ており、本日の調査会は成立することを御報告いたします。また、本日

は参考人として、魚類の専門家４名にお越しいただいております。まず、

国立研究開発法人水産研究・教育機構水産技術研究所水産物応用開発部

安全管理グループ長の及川様、北里大学海洋生命科学部生物化学研究室

教授の佐藤様、東京大学大学院農学生命科学研究科教授の菊池様、東京

海洋大学学術研究院教授の吉崎様でございます。また、本日は薬事・食

品衛生審議会食品衛生分科会の委員でもあるお二方、日本生活協同組合

連合会組織推進本部長の二村様、一般社団法人全国消費者団体連絡会事

務局長の浦郷様にもお越しいただいております。また、行政側といたし

まして、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保

に関する法律 (カタルヘナ法 )の担当部署から、農林水産省消費・安全局

農産安全管理課課長補佐の中村様。飼料の安全性の確保及び品質の改善

に関する法律 (飼料安全法 )の担当部署から、農林水産省消費・安全局畜

水産安全管理課課長補佐の古川様。水産物における養殖などの担当部署

から、水産庁増殖推進部栽培養殖課課長補佐の中西様、水産庁増殖推進

部研究指導課課長補佐の石川様にも御出席いただいております。また、

本日は２月 10 日に開催いたしました第１回の調査会を踏まえまして、関

係団体からの御見解を頂きたく、まず、消費者団体から主婦連合会会長

の有田様、漁業関係の団体から一般社団法人全国海水養魚協会専務理事

の中平様、全国漁業協同組合連合会漁政部次長の貴家様に御出席いただ

いております。なお、利益相反に関する規定に基づきまして、特定の品

目に関する審議を行う際には、利益相反の有無を確認し、その確認書に

つきまして、当省ホームページ上で公開すること等が定められておりま

すが、本日の調査会における審議内容については、これに該当しないこ

とを申し添えます。  

 次に、事務局より本日の進め方及び資料について説明させていただき
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ます。 

○杉原主査   事務局の杉原と申します。初めにオンライン会議の進め方について説明

いたします。今回は Skype for Business を活用したオンライン会議とな

ります。円滑な進行のため、次の点について御対応いただきますようお

願いいたします。発言者以外はマイクをミュート設定にしてください。

発言されたい場合は、メッセージにて意思をお伝えください。メッセー

ジを確認しましたら、座長又は事務局より指名いたします。指名された

方は、ミュート設定を解除して御発言ください。お手数ではございます

が、発言の冒頭でお名前をお伝えください。発言が終了いたしましたら、

再びミュート設定にしてください。  

 次に配布資料について説明させていただきます。今回の調査会は、資

料が１～３まであります。資料１、ゲノム編集への考え方と魚類への対

応について。こちらは主婦連合会様から御提供いただいた資料です。資

料２、養殖魚の品種・系統について -栽培植物と比べたときの特徴 -。こ

ちらは菊池参考人の御提供資料です。資料３、ゲノム編集技術の取扱い

に係る諸外国の状況。こちらは事務局が作成した資料です。加えまして、

参考資料１、ゲノム編集技術応用食品及び添加物の食品衛生上の取扱要

領。参考資料２、ゲノム編集技術応用食品等の取扱いに関する留意事項。

参考資料３、ゲノム編集技術を利用して得られた食品について。こちら

は２月 10 日の遺伝子組換え食品等調査会にて使用した資料になります。

資料の説明については以上です。  

 Skype for Business の操作につきまして、会議の途中で操作不良等が生

じましたら、メッセージ等を活用して事務局へお申し付けください。  

○今川室長   すみません、大変お待たせしております。今日は YouTube 配信がなかな

かつながらなかったようで、大変御迷惑をおかけいたしました。それで

は以降の進行を事務局から近藤座長に代わりまして、議事を進めてまい

ります。近藤座長よろしくお願いいたします。  

○近藤座長   座長の近藤でございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。ま

ず最初に、本日の議題に入る前に、前回、二村参考人から海外の規制状

況等について質問がありましたので、その件について事務局から説明を

お願いいたします。  

○今川室長   事務局今川です。前回、二村参考人から諸外国の状況についてという御

質問がありました。資料としましては、ちょっと飛んで恐縮ですけれど

も、資料３の１枚紙で、「ゲノム編集技術の取扱いに係る諸外国の状況」

です。ゲノム編集技術の現状ですが、ＥＵ、オーストラリア・ニュージ

ーランド、アメリカという表があります。まずＥＵですが、その下に細
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かい文字がありますように、大体今から２年少し前に、欧州司法裁判所

において、現状の欧州における遺伝子組換え食品の取扱いに基づいた規

制に照らせば、ゲノム編集食品というものも遺伝子組換え食品に当たる

のではないかというような見解が示されております。これを基に、欧州

の理事会から食品安全を担当する委員会に、 2021 年４月 30 日までに何ら

かの報告をすることになっております。現在はまだ結論が出ていないと

いった現状です。それからオーストラリア・ニュージーランドの２つは、

２国間でやっている食品の基準を作る FSANZ という組織があるのですが、

その中で現在ゲノム編集技術の食品についてその取扱いを検討中です。

アメリカにつきましては、何らか義務がかかっているというものではな

いのですが、相談者の相談に応じて、個別に規制が必要かどうかを決め

ていくというものです。  

 一番下の参考に、遺伝子組換え技術を利用して得られた魚の承認状況

を少し書いております。アメリカとカナダにおきましては、遺伝子組換

え技術を応用したサケが承認されております。これらのサケにつきまし

て、日本では現時点では開発者等からの食品に係る安全性審査の申請は

なされていないというものです。事務局からは以上ですけれども、近藤

座長から追加等がございましたらよろしくお願いいたします。  

○近藤座長   座長の近藤です。今の海外の規制状況については事務局から説明いただ

いたとおりですけれども、若干その関連情報として共有させていただき

たいことが１点あります。現在 FSANZ のほうはＳＤＮ１、２についての安

全性について議論しているところだと思いますけれども、それに関する

レポートが１つ出ておりましたので、御紹介したいと思います。 FSANZ は

以前ＳＤＮ３につきまして、ＳＤＮ３というのはゲノム編集を使った技

術のうちの外来遺伝子を導入するものですけれども、このＳＤＮ３につ

いて評価を FSANZ がしております。このときに、ＳＤＮ３技術のオフター

ゲットの点についても触れていまして、ＦＴＳＮ３技術のオフターゲッ

トについて変化を誘導することはできるけれども、それは放射線などの

突然変異育種で生じるものよりも圧倒的に数が少ないということと、起

きてもその変化は従来の突然変異育種と変わらないものであると評価し

ておりました。この観点からＳＤＮ１、２についても同じような観点で

コメントをしておりまして、結論としましては、ＳＤＮ１、２はＳＤＮ

３と比べても、特に新しい危害要因を確認できないだろうと、そういう

ことをコメントしているレポートが出ておりました。  

 それから海外の魚の承認状況について、これはアルゼンチンでティラ

ピアなどが規制対象外になっているという情報がございます。  
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 その他としては、ゲノム編集技術を使った魚の研究状況についてです

が、これは過去２年ぐらいの研究論文をざっと調べたところでは、研究

材料として魚の場合はゼブラフィッシュが圧倒的に多いのですが、それ

以外に食用としてなり得るような魚の研究対象としては、マス、タイ、

コイ、ナマズ、スズキ、ドジョウ、ウナギなどが報告されておりますが、

いずれも過去２年で１、２件という数件の研究例が報告されている程度

になっております。私から以上です。  

 ただいま補足情報等を含めて、委員の皆さまあるいは参考人の皆さま

から何かコメント等はございますでしょうか。特になさそうですので、

本日の議題に入りたいと思います。議題 (１ )ゲノム編集技術を利用して

得られた魚類の取扱いにおいての留意すべき事項です。本日は関連団体

からもヒアリングを行いたいと思います。まず最初に、一般社団法人全

国海水養魚協会専務理事であります中平様から、どうぞよろしくお願い

いたします。  

○中平専務理事 それでは私から少し御説明させていただきます。我々の団体は、全国の

海面魚類養殖業の団体でありまして、全国海水養魚協会と申します。我

々の会員はブリ、マダイ等の生産を行っております。年間生産量は約 24

～ 25 万トンの海面魚類を生産しております。１つの目的は国民に安定的

に蛋白源を供給するという目的で、常日頃から安定生産に向け努力して

おります。そのような中、国が養殖業の成長産業化総合戦略を立ち上げ

まして、その中で持続性や今後生産拡大をするためにはどういうことが

必要かという議論も行っております。また、本年度に入りまして、みど

りの食料システム戦略も始まり、この戦略も持続的に今後どう成長産業

化していくかというものです。今後、生産力の向上と持続性のためには

どうしてもイノベーションが必要だと。イノベーションの１つに、ゲノ

ム編集技術も一役活用できるのではないのかなと思っております。ただ、

業界としまして、現在このゲノム編集に関して何ら勉強会も行っていま

せんし、業界としてどういう方向性にもっていくのかという議論もまだ

行っていません。ですので今後、養殖業の成長産業化総合戦略やみどり

の食料システム戦略を含めて、このような勉強会が業界として必要だと

思います。我々の一番の目的は安心・安全なお魚を提供する。その観点

からいきますと、やはり消費者の方々に安全に安心して食べていただく

こと、そのための社会実装は、国のほうとして今後どう進めていくか。

当然、戦略の中にマーケット・インという言葉も含んでいますけれども、

そういう観点からいかに消費者の方々にこの食料品、魚を安全・安心に

食べていただくか。そういうあくまで基礎ができ上がった上で生産体制
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に入っていくのではないかと思っております。  

 ただ、我々業界としましても持続的な生産を行う上で、最近温暖化を

含め海水温の上昇など環境変化があります。その影響で、思わぬ病気が

出てきた場合、抗病性の強い魚とか、新しい技術で改革できればと思っ

ております。また、魚類ではゲノム編集技術を用いた筋肉量の多いマダ

イが有名ですけれども、マダイは加工して切り身にするときの歩留まり

が、１kg の魚から約 450ｇで約 45％ぐらいの筋肉（切身）しか取れませ

ん。ただマッスルマダイを使うと 60％ぐらいの肉量が取れ、生産効率が

上がっていくわけです。このようなお話も聞いていますので、今後、こ

の辺りに関して社会実装を見ながら業界として協議を行っていきたいと

思います。  

 それともう一つ問題点がありますのが、我々は海面魚類の養殖の団体

で海面で養殖しています。陸上の閉鎖的な所で養殖しているわけではな

いので、海面でゲノム編集技術を用いた魚を養殖することによって、環

境にどのような影響があるかなど、環境に対しての影響に関しても今後

研究が進んでいけば、その辺りも見ながら業界としても取り組んでいき

たいと思っております。ただ、現段階ではまだ業界として、どうこう言

うような意思の決定は行っておりませんので、あくまでも私個人の意見

として、本日は意見を述べさせていただきました。以上です。よろしく

お願いします。  

○近藤座長   中平専務理事どうもありがとうございました。ただいまの中平専務理事

からの発言につきまして、意見やコメント等がございましたら、まずメ

ッセージにて意思表示をお願いいたします。余りないようですので、事

務局からコメントはございますか。  

○今川室長   事務局今川です。中平専務理事どうもありがとうございました。先ほど

お話の中で特に重要な点としては、消費者に安心して食べていただける

ように、そうした社会実装が非常に大事だというお話がございました。

厚生労働省もそこは非常に大切な点だと考えております。消費者の方に

このゲノム編集の魚について、まず少しでも事実関係を御理解いただく

というところからかと思っています。そもそもこの調査会を開催させて

いただいた趣旨というのも、そういうゲノム編集された魚というのがあ

る、それについて今後、世の中に出ていくことが考えられますというこ

とを、広く一般の方に知っていただきたいということからでございます。

実際にこの会議の第１回で、植物と魚でのゲノム編集の、そもそもの手

技の違いとか、どういう系統の集団を作っていくことができるかどうか

といった御議論を既にいただいております。今後遠くない未来において、
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恐らくゲノム編集の魚が世に出ていく可能性があるのですが、そうした

中で行政としても消費者の御理解、ここで言う御理解というのは必ずし

もこれが「問題ない」ということではなくて、事実関係を正確にお伝え

して、その上で消費者御自身が判断して選んでいただけるようなものを、

しっかり厚生労働省事務局としても広めていきたいと考えております。  

○近藤座長   ありがとうございました。そのほか何かコメント等がございましたらお

願いいたします。それでは私から少しお伺いしたいと思います。先ほど

中平専務理事の御説明では、協会全体としてのスタンスがまだ定まって

いないということ。それも当然消費者等の動向と社会実装のことを見な

がらということになるでしょうけれども、いろいろな意見がある中で、

今後具体的にはどういう取組をしていく予定とか、もし何か具体的なも

のがあれば少し教えていただけないでしょうか。  

○中平専務理事 私への質問ですか。  

○近藤座長   お願いします。  

○中平専務理事 我々協会としましては、養殖業の成長産業化総合戦略の立案に向けての、

養殖業成長産業化推進協議会の事務局もやっています。我々の役員も協

議会の委員を務めており、協議会内で協議をしていて、今後方向性が決

まってきた中で、協会内でこのような技術もありますとか、これはこう

いうところの問題がありますというような、ある程度社会実装を前提と

した、もう少し話が煮詰まって、５年 10 年先を見据えた上で、こういう

技術やこのような活用の方法があるとか、あるいは先ほど事務局からお

話がありましたように、消費者に正しい理解を得た上で、ゲノム編集の

魚あるいは自然種の魚を選んでもらう。養殖魚というのがそもそも 20 年

前には天然魚のブリと比べて、養殖魚は薬漬けであるというようなイメ

ージの中で、消費者は天然思考が強かったです。それに対して協会を含

め、生産者の努力の中でいろいろなところで勉強会を開催したり、ある

いは国又は消費者団体の力を借りながら勉強会を行い養殖魚を正しく理

解していただく為に、実際に養殖現場にも来ていただき、漁場環境や給

餌方法を体験してもらいました。環境問題については、持続的養殖生産

確保法への取組など、生産技術及び情報開示に努力を重ねてきました。

現在ではブリなどは天然魚よりも養殖魚のほうが平均単価は高い、それ

だけ持続的に安定的に提供して、認められてきたようなところがありま

すので、やはり５年 10 年先を考えた上では、こういう技術が必要である

ということを、まず協議しながら進めていきたいと思っております。  

○近藤座長   中平専務理事どうもありがとうございます。長いスパンというか、本格

的に進めていくのはもう少し先ということになろうかと思いますけれど
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も、そのときに、例えば今の最初の御説明の中で、ブリやマダイなどが

ありますけれども、この辺以外に応用していく魚の品種としては何かご

ざいますでしょうか。  

○中平専務理事 すみません、ちょっと音が割れて聞き取れにくいのですが、もう一度で

きますか。  

○近藤座長   聞こえますでしょうか。  

○中平専務理事 はい、聞こえています。  

○近藤座長    最初の御説明で、主要な養殖魚がブリやマダイということで、それで

24、 25 万トンを生産しているという御説明がありましたけれども、ゲノ

ム編集を今後本格的に展開するに当たりまして、ターゲットとなるよう

な品種はこの辺りになるのでしょうか。それとももう少し別の魚を意識

しているものがあるのか、その辺についての情報があればちょっと教え

ていただけたらと思います。  

○中平専務理事 品種についての情報ですか。ちょっとマイクの音が割れてちょっと聞き

取りにくいのですが、マダイに関しては選抜育種の方法で、人工種苗 100

％で生産されています。ただ、ブリの現段階の生産量は約１割弱が人工

種苗で、技術的にはまだ開発しきれていないので、今後この辺りはゲノ

ム編集は別に置いて、現在の品種改良の人工種苗の生産段階で確保した

いと思っております。その中で、やはりゲノム編集の利点というのが、

１つは安価に短時間にできる。どうしても魚というのは産卵するまでに

２、３年かかりますので、１世代を作るのに３年スパン掛かってくるの

ですが、ゲノム編集の場合はある程度狙ったところでいろいろなことが

できますので、ものすごく時間的に短縮ができます。先ほどからお話し

ていますように、この辺りのことが社会実装で、社会に認められた場合

は一気に浸透するのではないかと思っております。  

○近藤座長   中平専務理事どうもありがとうございます。その他、何かコメントや意

見等はございますでしょうか。事務局から御意見があるそうですのでお

願いいたします。  

○今川室長   事務局今川です。お分かりになる範囲で結構ですけれども、一般論でち

ょっと教えていただければと思いまして御質問ですけれども、養殖の実

態についてお伺いしたいのですが、陸上養殖と海上養殖とあると思うの

ですが、これは今どういう割合で、どういうものをそれぞれ育てられて

いるか、もしお分かりになれば教えていただきたいと思います。  

○中平専務理事 ちょっと整理してお話しますと、我々は海面魚類ということで、陸上の

会員はいないので詳しくは分からないです。その中で、ブリで言います

と 100％海面養殖です。マダイに関してもほぼ 100％海面養殖ではないか
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と思います。今、陸上で養殖されています海産魚は主として、ヒラメと

トラフグです。その辺りが海面魚類としての陸上養殖はありますけれど

も、ウェイトとしては、トラフグに関しても約６、７割は海面です。ヒ

ラメに関しては陸上がほぼウェイトを占めていると思いますけれども、

生産量自体がそこまで大きくないです。日本の場合は１つ特徴としまし

て、電気代が高いことがありますので、陸上で養殖する上ではランニン

グコストがかなり掛かります。その辺りがかなりハードルになってきて

いまして、現段階では海面魚類の養殖が主であります。  

○今川室長   事務局今川です。どうもありがとうございました。今、マダイ、ブリの

海面養殖が基本的に中心と、それからヒラメやトラフグは陸上養殖もあ

るというお話を頂きました。こうした養殖魚の実態を踏まえて、現時点

で課題のようなものがあればちょっと教えていただきたいと思います。

これはゲノム編集とは直接は関係ないところかもしれませんけれども、

養殖魚の中で、後継者問題とかいろいろあるかもしれませんけれども、

そのような何か課題がありましたら教えていただければと思います。  

○中平専務理事 よろしいでしょうか。課題としまして、養殖魚の生産経費の約６、７割

を占めるのが餌代です。この魚類の養殖の上で餌代のウェイトがものす

ごく大きい。ましてや養殖魚の餌は海外からの輸入が多いのです。今後

生産量を増やしていく上で、餌をどう安定的に確保するか、これが１つ

の大きな課題です。その辺りも養殖魚の成長産業化戦略の中でも話題に

なってきています。漁場は沖合養殖漁場とかいろいろと技術的に拡充す

ることができます。餌の部分に関して餌料効率というのですが、１ kg の

餌でいかに魚を効率よく大きくするか、そのために効率のいい育種とい

うのが必要になってくるわけです。成功したのがサーモンで、サーモン

の場合は約１ kg の餌で１kg の魚が増肉できる現状があります。ブリの場

合は１kg 増肉させるために現段階ではどうしても 2.6、2.7kg の餌が必要

です。これを育種によって今後いかに小さくできるか、その辺りがこの

ゲノム編集にも関わってきますけれども、産業が成長する上でこのよう

なイノベーションが必要ではないかと思っております。  

○今村室長   事務局今川です。大変よく分かりました、どうもありがとうございます。  

○近藤座長   二村参考人から御質問あるようですのでよろしくお願いいたします。  

○二村参考人   ありがとうございます。今のお答えの中で、餌が海外からのものが多い

というお話だったのですが、その背景というのはどういうところにある

のでしょうか、教えていただけると嬉しいです。  

○中平専務理事 よろしいでしょうか。現在、養殖魚の餌は主にＥＰ飼料という餌を使っ

ています。これは元になるのがミールというのですが、魚粉がメインに
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なります。この魚粉ですが、原材料がアンチョビというイワシ類です。

漁獲の多いのが海外のペルーになります。日本近海で取れるのはカタク

チイワシを含め、マイワシなどがそのような魚粉にされているのですが、

どうしても魚粉にするには日本国内で取れたものは単価的に高くて、や

はり量的なものもそこまで取れないということで、海外からの輸入に頼

っているような現状です。  

○二村参考人   ありがとうございました。よく分かりました。  

○近藤座長   そのほか御意見等ございますでしょうか。それではないようですので、

中平専務理事どうもありがとうございました。中平専務理事にはこの後、

退室いただいても結構ですが、このまま継続して傍聴していただいても

結構ですので、よろしくお願いいたします。  

 続きまして、主婦連合会の有田会長から、資料１を使って御説明いた

だきたいと思います。有田会長よろしいでしょうか。  

○有田会長   はい、分かりました。ちょっと声がところどころ途切れるものですから、

私の声はちゃんと届いていますでしょうか。  

○近藤座長   よく聞こえております。  

○有田会長   はい、よろしくお願いいたします。私の提出した資料１の２ページ目の

ほうからお話をさせていただきます。実は先ほどの中平専務理事同様、

魚類に関して、またゲノム編集食品に関して、主婦連合会内部で議論を

したことは余りありません。「食品表示を考える市民ネットワーク意見

書から一部抜粋」と書いてありますが、食品表示を考える市民ネットワ

ークという所に、食料部と社会部のメンバーが参加しています。  

 その関係でそこのメンバーとしてこの資料の一番下に構成団体を書い

ております。食の安全・監視市民委員会、主婦連合会、新日本婦人の会、

生活クラブ連合会、グリーンコープ共同体、日本消費者連盟、我孫子市

消費者の会、千葉県消費者団体連絡協議会、東京都地域消費者団体連絡

会、遺伝子組み換え食品いらない！キャンペーン、たねと食とひと＠フ

ォーラム、という所が構成団体として意見書を出していますが、ゲノム

編集技術に特化した意見書を探してみたのですけれどもありませんでし

た。この「遺伝子組換え表示は全ての食品を対象に」というのは 2017 年

９月 14 日に出された意見書の中に、ゲノム編集技術という言葉が出てお

りましたので、これはＨＰから私のほうが主婦連のそこに関わっている

メンバーに確認し、一部を抜粋したものです。 

 そこをちょっと読み上げさせていただきます。これは遺伝子組換え食

品の関連で出したものですけれども、現行表示制度は 15 年間の運用過程

で消費者基本法に基づく消費者施策である消費者の権利の確立には程遠
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いものであり、消費者にとってほとんど役に立たない表示制度であると

して、その欠陥性が指摘されています。超輸入大国・日本の現状から考

えて、制度の見直しに当たっては、どの国よりも消費者目線に立った表

示制度として実現させることが喫緊の課題です。  

 またゲノム編集技術による新規開発も進められており、これらの新育

種技術による新規食品についても、遺伝子組換え表示制度として対応す

ることが必要ですということで、下のように「記」として全ての食品を

義務表示の対象にして、遺伝子組換え原料が使われていることを表示の

原則とした制度へと改善すべきということの中に、ゲノム編集技術等の

新技術による遺伝子改変作物・食品も表示対象に含めること。  

 ＥＵ等で導入されているトレーサビリティ制度の導入を担保に、原則

全ての食品を対象とする制度へと改善すること。全ての食品を義務表示

の対象として、不透明な「遺伝子組換え不分別」という表示を廃止し、

不分別の場合は「含まれている」ことを示す表示にすること。また、任

意表示となっている「遺伝子組換えでない」表示は、全ての食品を義務

表示の対象とした上で廃止すること。また米国では、 2016 年７月に全米

遺伝子組換え食品表示法が可決され、今年６月には米国農務省の農業市

場流通局（ＡＭＳ）は表示ルール検討の一環として、 30 の具体的な質問

とその背景を公表し、約２か月間にわたり国内のみならず世界に向けて

パブリックコメントを求めました。  

 我が国においても、特に消費者の関心が高い遺伝子組換え食品表示に

ついては、米国農務省にならい、議論の過程において消費者が議論の内

容を理解し、意見を出せるような工夫と機会を設けることを要望します。

以上となっています。  

 先ほど構成団体を読み上げましたが、この構成団体の中では遺伝子操

作を全く受け付けないという団体もありますが、選ぶ権利知る権利とし

て表示することを求めて、ここの構成メンバー全てが遺伝子操作をした

ものを全く口にしないと言っているわけではなく、ある程度共通認識が

できたものをこのように意見書として提出していると、私は認識してい

ます。 

 その上で最初のゲノム編集への考え方と魚類への対応について、私の

考え方をお話したいと思います。ゲノム編集に対しての考え方としては、

遺伝子を書き換えるという点では、ゲノム編集も遺伝子組換えも同様に

遺伝子操作をしていますので、同じだと思っています。しかし、遺伝子

組換え作物が議論された当時は、 1996 年に半年間、当時生協の組合理事

をしていましたので、遺伝子改変生物研究会というのを持って、いろい
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ろ議論をしました。その上で表示という考え方に至ったのですが、その

ときには遺伝子組換えをしている表示という考え方で、意見を出してい

ました。  

 その遺伝子組換え技術で作られ、また導入遺伝子が害虫に強いバチル

ス・チューリンゲンシス菌など、作物が本来持っていない遺伝子を組み

入れた作物であることから、安全性・環境影響への懸念などを指摘した

ことを記憶しています。当時はモンサント社などは環境にもよく、全く

伝播をしないで自然界にも影響がないということを発言していたことを

記憶しています。  

 当時は日本人が生に近い形で口にする豆腐や納豆などの原料は、アメ

リカから輸入された大豆でした。他の国では畜産というか飼料にほとん

ど使われるものが、日本人は火は通しますけれども、生に近い状態で口

にするものの原料が遺伝子組換えをされるということで、当時は厚生省

だったと思いますけれども、厚生省は一応安全性評価をしましたけれど

も、まだまだ不安ではありましたが、それを否定するということではな

く、リスクの問題などから選択の権利、知る権利のための表示を求める

運動というのを展開しました。  

 一方、ゲノム編集は同じ遺伝子操作ではありますが、もともと持って

いる遺伝子の特定の部分を酵素を使い切断して、人間が欲している作物、

生物を作る技術だとされていて、ある程度はそういうところは理解して

いるつもりです。厚生労働省は、ゲノム編集食品の安全性は従来育種と

同様であるとしていますが、全ての消費者団体とは申し上げませんが、

先ほど申し上げた関連するような消費者団体はゲノム編集食品において

もオフターゲット等の想定外の遺伝子の変化を起こすことが知られてい

て、自然界の突然変異と同じという説明は間違っているということも言

っています。それについても否定をするということではなく、そのこと

について丁寧に解説をしているような本も出ていますので、先ほど中平

専務理事などがおっしゃったように、丁寧に説明をしていかないと消費

者は不安を持つと思います。  

 そういう意味でリスクコミュニケーションと言うか、丁寧な説明と国

としてどういう審査を行っていくのか、そのことによって義務化はされ

なくても大丈夫なのかというようなことを、しっかりと国が消費者の信

頼を得られるように、国の政策として伝えていっていただければ、ある

程度大丈夫なのではないかとは思いますが、そういうものは一切口にし

たくないという人は、またそれはそれで別だとは思います。そういう気

持ちは仕方がない、非科学的だということではなく、そういう考えの人
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も当然いるということは理解をしていただければと思います。  

 今日の本題ですけれども、魚類における染色体操作とゲノム編集とい

うことで申し上げます。当時遺伝子組換えの問題が出て数年、農水省や

厚労省などとの意見交換などに参加していましたが、そのとき遺伝子組

換え技術の説明のときには、必ず将来に期待する技術として、染色体操

作を行うことによって大きな魚ができる３倍体という言葉を耳にしまし

た。その後、染色体操作で開発された養殖魚の利用については、その適

正な利用を図るために、水産庁で水産生物の利用要領ということが定め

られています。  

 ３倍体のものが遺伝子組換えではないとも表現されているサイトなど

があるのですけれども、そういうことはそもそも染色体には遺伝子配列

が含まれているのだから、遺伝子組換えではないとは思うのですが、遺

伝子組換えという言葉が非常に不安であるのと、消費者がよくないイメ

ージを持つので、その言葉を使わないということになったのかなと思い

ますが、それはそれで非科学的なのではないかと。遺伝子組換え技術と

いう、 1996 年当時の操作技術のことは言っていないのだと思いますが、

そういうことだと。  

 あとは消費者が食べていないかと言えば、信州サーモン、それから普

通に私も食べていますが、イワガキで２倍体か３倍体というかなり大き

なカキを時期を問わずに食べられるようになりました。それを染色体を

操作した、遺伝子も操作しているのだと言われて、嫌だと思う人がいる

かもしれませんけれども、そういう恩恵にもあずかっていると思います。  

 ゲノム編集ではありませんが、そういう遺伝子を操作したものという

ものを、今でも口にしていると思います。現在京都大学が開発している、

筋肉が増量された巨大な鯛や、ずっと動いていて衝突して死にやすいマ

グロ、有名な近大マグロとか、例えば国でも研究していると思うのです

が、おとなしくて衝突を防ぎ養殖効率をアップするという開発や、九州

大学の唐津水産研究センターが開発しているゲノム編集により共食いを

しないサバなどが、期待を寄せられているわけです。  

 その良いところばかりを聞くと、すごく期待が膨らみますが、先ほど

私は最後に表示ということを書いているのですけれども、中平専務理事

のお話を伺っていて、普通に魚屋に取り寄せをして天然物を頼むと非常

に高いです。養殖ものだとこれぐらいの価格ですが、天然物なので鯛は

これぐらいの価格がしますと言って、養殖物は 4,000 円でもかなり大きな

ものが手に入ったりするわけです。  

 そういうことで単純比較すると、養殖物は安いのだと思っていました
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ら、養殖の物の平均単価が高いというお話があって、最後の話と食い違

ってくるわけです。乱獲で天然の個体数が激減している魚ですが、養殖

魚から取れる可食部分が増えれば、天然魚の捕獲を減らせるという期待

はできるとは思います。また、養殖であればトレーサビリティも可能で

表示は難しくない。普通のトマトであるとかダンとかで、見た目が同じ

ものをわざわざ検査して、表示をすることはコスト的にいかがなものか

という議論もたくさんあったと思います。  

 ただ、養殖の場合、海洋というか海面で育てられる養殖をされている

方のお話でしたが、ゲノム編集になると環境影響評価というところでい

くと陸上でしかできないのではないかと思います。そういうときに、自

然の海面でも突然変異みたいな形でゲノム編集をしたものと同じような

ものができるという話を伺ったことがありますけれども、ただ天然物は

価格が非常に高くて、養殖のものも高いのだということになれば、私が

最終的に申し上げたかったのは、養殖にしてゲノム編集にすれば可食部

分がたくさん取れて、消費者にも安いものが提供できて、それが安全で

あれば言うことはないわけです。  

 消費者団体というか、オフターゲット変異を非常に懸念するという消

費者団体の意見としては、魚類と動物の細胞は多少違うのかもしれない

ですが、ゲノム編集をした場合も良い物を選びだす選抜が普通に行われ

ると聞いたこともありますので、そういうことも専門家の方にお伺いし

たいと思います。その場合、先ほどお話したように、表示をすることに

よって価格が安くなる。ただし、天然物が普通に高く売られていて、そ

の見分けが付かなかった場合、消費者がだまされているという言い方は

悪いと思うのですが、そういうふうになるのではないかということと、

やはり環境影響評価ということで言えば、ゲノム編集したものが海に普

通に広がらないことだけを心配しています。以上です。  

○近藤座長   有田会長、どうもありがとうございます。前半は表示に関するお話を頂

きまして、これは消費者団体の皆様からは毎回聞くことですが、基本的

には消費者庁の案件ではありますけれども、我々も参考にすべき点は参

考にしていきたいと考えています。  

 １ページ目はゲノム編集に対する考え方について中心に。  

○有田会長   すみません、やはりちょっと聞こえづらいのですが。  

○近藤座長   もしもし聞こえますでしょうか。  

○有田会長   ゆっくりお話いただくとはっきり聞こえます。  

○近藤座長   有田会長、皆様聞こえますでしょうか。有田会長からは前半で食品表示

に関する考えをお話いただきました。これについても以前からいろいろ
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な消費者団体のこのような表示に関する御意見を頂いているところです。

表示に関しましては消費者庁の管轄するところですけれども、この点に

ついては我々も参考にすべき点は参考にしていきたいと考えています。  

○有田会長   すみません、表示については消費者庁ということは存じあげているので

すが、安全性評価はどういう考え方かということに対しては、消費者団

体としてはまだゲノム編集した魚については食べることもできませんし、

安全性評価もはっきりしたことは伺っていませんので、今できる考え方

としてはこういうことだろうということで意見を出しています。その上

でいろいろ教えていただければと思います。  

○近藤座長   ありがとうございます。その後１ページ目に戻りまして、ゲノム編集に

ついての考え方について御意見を頂いたところです。例えば１ポツのゲ

ノム編集に対しての考え方という所では、ゲノム編集においてもオフタ

ーゲットなどが知られていてというコメントで、自然界の突然変異と同

じという説明は間違っているという説明がありましたけれども、これは

何か情報の出所というのはあるのでしょうか。  

○有田会長   はい、いろいろ農水省の関係のリスクコミュニケーションの内容にもあ

りましたし、そういうことの情報を出しているジャーナリストの方の話

などから伺っていて、それを国がどういうふうに考えられているかとい

うことなども含めて、今こういうふうに聞いていますというようなこと

を申し上げただけです。  

○近藤座長   ありがとうございます。自然突然変異というのは放射線とかを使ったも

のだと思いますし、ゲノム編集というのは酵素で切るというもので、要

するにいずれの方法にしても切って、それで生物が修復するという。  

○有田会長   すみません、突然変異というか、自然界の中でも同じような変化がある

ことがあるというような説を聞いていますというだけのことです。  

○近藤座長   ここの記述はあくまでも変異育種ではなくて、自然界の変異とは違うと

いう、そういう説明ですか。ありがとうございます。１ページ目の２ポ

ツ目では、環境にも優しくて消費者にもメリットがある部分があるとい

うお話は、全体的に主婦連さんとしてはそういう考えもあるという理解

でよろしいですか。  

○有田会長   主婦連として議論はしていませんので、トータルで私は環境の問題も関

わっていますので、そういうことであればすばらしい技術ですねという

ことです。まだ最終的な技術というか、市場にも出回っていませんし、

最終的な評価も知りませんので、そういうことで目指すのであればすば

らしいですというような意味合いです。  

○近藤座長   ありがとうございます。有田会長の御説明を含めて何か委員の皆様、参
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考人の皆様から何かコメントや御質問等ありましたらお願いしたいと思

いますが、いかがでしょうか。浦郷参考人から御質問があるようなので、

お願いします。  

○浦郷参考人   全国消団連の浦郷です。有田会長、どうもありがとうございました。有

田会長のお話を伺っていて、私が知らないようなことも出てきて大変勉

強になりました。それでこれはどなたにお答えいただくのがいいのかよ

く分からないのですけれども、こちらのところに染色体操作とか、魚の

３倍体とかが出てきて、私はこれをよく知らなかったのですけれども、

この染色体操作とゲノム編集というのは同じなのか違うものなのか。違

うとしたら何が違うのかというところを教えていただきたいのと、染色

体操作で開発した養殖魚の利用については、ちゃんと要領が定められて

いて、水産庁のほうに申請するということなのですけれども、例として

有田会長のほうでサーモンとかイワガキとかを出していただきましたけ

れども、それ以外にこれで申請されて出てきているものがあるのかどう

なのか、これは水産庁にお伺いしたいと思います。  

 厚労省には、染色体操作によってできた魚類は食品としてあって、流

通しているのだろうと思うのですけれども、これについては特に審査と

か何もなく流通しているのか、その辺がよく分からないので教えていた

だきたいと思います。以上です。  

○水産庁石川課長補佐  ３倍体の部分であればお話できるかと思います。  

○近藤座長   それでは、まず、最初に水産庁から３倍体についての説明をお願いした

いと思います。よろしくお願いいたします。  

○水産庁石川課長補佐  水産庁研究指導課の石川と申します。御質問を頂きましてありが

とうございます。私から、今、有田会長からお話がありました３倍体の

水産物の利用要領の部分を、簡単に御説明させていただきたいと思いま

す。 

 これは、水産庁長官通知として平成４年に出されたものになっており

ます。３倍体というのは何なのかというところですけれども、通常の魚

の染色体のところですが、余り専門的な話をしてしまうとあれなので、

簡単に申しますと、２倍体の状態で普通の魚は存在しています。雄雌生

殖して、また次の子どもを産んでという形になっているのですが、３倍

体というのは、精子と卵子で生殖するときに、２倍体ではなくて３倍体

にすることによって、生殖能力のない若しくは生殖能力を著しく抑えた

魚を作るという技術になっています。これによって出来上がった３倍体

の魚というのは、生殖能力がない若しくは著しく減っている状態で、そ

の分、体を大きくするというところにエネルギーを費やすということに



 

 - 16 - 

なっておりまして、生殖能力はないのだけれども、体は大きくできると

いうところで、養殖のほうで使われているものになります。  

 これについては先ほど議論もありましたが、遺伝子そのものを改変す

るというものではないので、安全性の確保の観点からの問題はないとい

うように考えているのですが、しかしながら、先ほどお話していたとお

り、魚の養殖というのは一般的には公共水面と言いまして、海や川や湖

と接続するような所で養殖するので、もし、万が一その魚が逃げたりし

て、周りの環境に影響を与えないかとかという観点で、まだ科学的知見

が不十分なまま無秩序に３倍体の魚を開発していくことについては問題

があろうかということでこの要領を定めまして、作出手法であったり、

どういった所で養殖するのか、申請の中で見させていただきまして、第

三者の外部委員の皆様にも御議論いただいた上で、問題ないというもの

については、確認をした旨の長官通知を出して養殖をしています。  

 どういった魚がというお話がありましたが、平成４年にこの要領が作

られてから、今まで認められたものは幾つかあるのですが、ニジマス、

マガキ、ヒメマス、ヒラメ、アユ、アマゴ、サクラマス、銀鮭、ヤマメ

など全部を挙げるには整理し切れていないのですけれども、例えばで言

うとそのような魚で、魚のほうは比較的、内水面と言いまして、海では

なくて川とかです。最近、ニジマスのほうは海でも養殖するものが出て

きております。マガキに関しては海で養殖するようなものになっており

ます。私からは以上でございます。  

○近藤座長   ありがとうございます。事務局からコメントがありますので、お願いし

ます。 

○今川室長   事務局の今川でございます。有田会長、浦郷参考人、どうもありがとう

ございました。今、水産庁からお話がありましたように、そういった従

来の育種でも行われているような範囲であれば、特に厚生労働省のほう

で遺伝子組換え食品とか、こういったゲノム編集食品のような何らかの

取扱いというのは設けておりません。以上でございます。  

○近藤座長   浦郷参考人、いかがでしょうか。  

○浦郷参考人   御説明ありがとうございました。あくまでも染色体操作というのは、精

子と卵子のところで操作するのであって、遺伝子を改変するものではな

いという理解でいいですね。結構この技術を利用してたくさんの魚が作

られて、もう流通しているということで、特に何か問題とか起きていな

いということだと思うので、分かりました。どうもありがとうございま

した。 

○近藤座長   ほかに何か。  
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○有田会長   すみません、有田ですが、発言よろしいですか。  

○近藤座長   有田会長、よろしくお願いします。  

○有田会長   ３倍体のことを持ち出したのは、別に危険だとかそういうことで持ち出

したわけではなくて、ゲノム編集と同じだということでもありません。

ただ、こういうことで過去に言われていたけれども、導入の仕方や技術

が違うことであるけれども、以前は遺伝子組換えというような範疇に入

れられていたものも、遺伝子組換え技術というものが余り受け入れられ

なかったために、そういうところから整理されていったということを少

し申し上げたかったというわけです。ですから、全く同じだとか、危な

いということでお話したわけではありませんので。以上です。  

○近藤座長   有田会長、ありがとうございます。ほかの委員の先生方、参考人の皆様

から何かコメントや御意見等はありませんでしょうか。それでは、事務

局からコメントをお願いします。  

○今川室長   事務局今川でございます。先ほど有田会長のお話の中で、これは委員の

皆様方にお伺いしたい点が１点あります。それから、有田会長にもお伺

いしたい点が１点あります。まず、委員の皆様方に、先ほど有田会長の

お話の中で安全性の話がありましたオフターゲットの確認、例えば、今、

よく話に上がる確認の際の全ゲノムシークエンス、全塩基配列の確認を

する必要があるのか、それとも、その必要はないのか。というのは、こ

れは以前、厚労省の取扱要領を作るときにも、調査会４回、部会４回開

催させていただいた中でも、やはり全ゲノムシークエンス、全塩基配列

の確認というのは、科学的にはそれを利用していくというのはなかなか

難しいのではないのか、現時点では必要性が薄いのではないのかといっ

たお話があったかと思いますが、それから時間がたちましたので、現時

点において先生方の御意見をお伺いしたいと思います。  

 その前に、有田会長に私から１点お伺いしたいことがあります。今、

お話を頂いたようにいろいろなお考えが消費者側にもあると思いますけ

れども、有田会長が把握している限りで結構ですので、遺伝子組換え食

品のときとゲノム編集食品のときの違い、そういった消費者の反応の違

い、また、それらを踏まえて厚生労働省が今後リスクコミュニケーショ

ンとかを行うときに、気を付けなければいけないことなどがありました

らお話いただける範囲で結構ですので、よろしくお願いいたします。  

○有田会長   有田ですが、各委員の方がお話されてから、最後でよろしいのでしょう

か。 

○今川室長   有田会長からお願いできれば幸いでございます。  

○有田会長   気を付けなければいけないところというのは、ＧＭＯのときとの違いは、
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明らかに組み換える技術です。厚生労働省がどういう評価をされたかと

いうのは十分存じ上げていますし、事実上の審査ということで、分かり

にくいとはいえ、届出制もありますし、それが事実上の審査ということ

で考えられると思いますが、私が今回魚類のことで食品としての安全性

評価をどのようにされるのかなというのを逆に質問したかったというか、

水産庁がそのことを評価されるわけではなくて、それが１つあります。

ですから、ＧＭＯのときの違いというのは、ＧＭＯのときは、ほとんど、

実は一部チーズを作るときなどにも使われていたわけですが、それ以外

にもいろいろな先ほど申し上げたような大豆やとうもろこしというもの、

多く口にするものにということがあったのと、技術の問題で、それはい

ろいろ生活共同組合も含めて広範囲に議論が沸き起こったということが

あるのですが、今回のゲノム編集について言えば、例えば主婦連でもそ

うですが、自然のものと見分けがつかないというような、つまり、タイ

プ１でしたか、そういうような意見は、議論はしておりませんが、そう

いうような話があって、分からないのならというような反応もあります。

以前のＧＭＯのときは、ＰＣＲ法で一番最初に出たときは見分けがつか

ないと言っていましたけれども、ＰＣＲ法で見分けがついて、遺伝子解

析ができるということが分かったので、そのときとはそういう違いはあ

ると思います。ただ、魚類についての安全性評価というのは、研究の段

階でゲノム編集したものは、まだ食べてはいけないと伺っていて、おい

しいかおいしくないのかということを伺いたかったのです、ある研究者

に。そうしたら、まだ食べてはいけないということだったので、筋肉が

増えて、お腹がギュッと膨らんだようなマダイを見ると、可食部分が増

えるので、それはそれでいいなと思うのですけれども、安全性評価とい

うか、それですごく何か問題が起こるというのは遺伝子組換えのときの

ようには思っておりませんし、また、ちょっと戻りますが、遺伝子組換

えのＧＭＯのときも、餌をウシが食べて、食べたウシのミルクや肉から

変なものが出てくると思っていませんでしたので、ＧＭＯのときとはゲ

ノム編集は随分と技術的なことでの信頼感は違うかなと。ただ、リスク

コミュニケーションで気を付けなければいけないときは、もう、このよ

うに評価したのだから、このようなことも分からないのですかというよ

うな態度で、最初から、科学的ではないとか不安だという人に、科学的

なことが分からないのですかというような態度で望まれるということは、

やはり余りいいことではないかなと思います。その気持ちは分かるのだ

けれども、それでも難しい話にはなかなか入ってこないということもあ

ると思いますが、今のところ思い付くのはそういうことです。以上です。  
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○近藤座長   事務局からコメントをお願いします。  

○今川室長   事務局、今川でございます。有田会長、ありがとうございました。大変

よく分かりました。今の有田会長のお話、それから一番最初におっしゃ

っていただいたような、やはり、とにかく丁寧に説明が必要だと、一切

口にしたくない方も当然いらっしゃると、そういう方々がいらっしゃる

ということも、当然理解して寄り添っていかなければいけないとおっし

ゃられていると考えます。  

 また、有田会長の資料におきましても、トレーサビリティですとか、

そういった表示についても述べられております。事務局としても、これ

は後代交配種の際にもすごく議論がありましたけれども、厚生労働省と

しても申請された企業の方々に、消費者側のそういった声があるという

こともしっかりお伝えさせていただきたいと思います。どうもありがと

うございました。  

 それでは、先ほど私が専門の委員の方にということで、安全性の観点

でお伺いしたいことがありましたけれども、では一回、座長にお返しい

たします。事務局は以上でございます。  

○近藤座長   座長の近藤です。先ほど事務局からＮＧＳ解析の必要性についてどう考

えるかということがありましたので、この点について順番に御意見を伺

えたらと思います。まず、田部井委員から御意見があるようなので、田

部井委員、御意見を頂いてよろしいでしょうか。  

○田部井委員   農研機構の田部井でございます。先ほどの御質問にありました全塩基配

列を求める必要があるのかないのかという点についてコメントさせてい

ただきます。まず、全塩基配列を、なぜ求めるのかということになりま

す。これは多分、いわゆる植物の場合ですと、最初にゲノム編集する前

に CRISPR-Ｃａｓ９なりを作る遺伝子を入れる、組換え体にしているもの

ですから、それが残っていると組換え体になります。やはりゲノム編集

ということで届出するには、その外来遺伝子がないということをまず証

明しなければならないということがあります。それから、やはり懸念さ

れているオフターゲットが発生しているかどうかということの確認かと

思います。  

 この点について、今、塩基配列、全塩基配列を読むということですが、

まず１つ誤解されているというのは、全塩基配列を読むというと、本当

に 100％明らかになると思われている点です。例えばイネなどでは非常に

高精度に読めるのですが、それでも 99.9％、要するに、 0.1％ぐらいは読

めないで残るわけです。それで 0.1％が読めないとどうなるかというと、

イネの全塩基が 3.9 億ベースペアですから、39 万ぐらいは読めないとい
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うことになります。そうしますと、僅かに残っている断片を検出できる

かというと、本当にできるのかということは疑問になります。その代わ

りに、前回のギャバ高含有トマトでも、この辺の詳細は省きますが、サ

ザン分析とか、ＰＣＲという分析方法を駆使してその辺は確認されてい

るので、別にそれ以上の全塩基配列を求める必要はないだろうという議

論がありました。  

 次に、オフターゲットですけれども、これの確認については、例えば

日本晴というイネの品種がありまして、それは随分古い品種なのですが、

それを栽培地から幾つか取り寄せて調べてみたら、もう、随分と自然に

変異が入っています。そうしますと、その変異がゲノム編集でできたオ

フターゲットなのか、自然で起こったことなのか、植物の場合は培養を

使いますから、それで起こった変異なのかの区別が付かないです。そう

なったときに、それでも塩基配列、全塩基配列を求めるかと言ったら、

それほどその意味はないと考えております。  

 一方、オフターゲットについての懸念があることも存じ上げているの

で、そういう部分に特化して部分シークエンスを比較するということも、

これは既に調査会の中でもやっております。そういうことを考えますと、

今現在、直ちに全塩基配列を求める必要はないであろうというのが、調

査会などの議論かと思います。ただ、もちろんこれは全塩基配列を読む

ことを全部否定しているわけではなくて、必要があればそれも求めてい

くという、そのような議論になっているかと思います。以上です。  

○近藤座長   田部井委員、どうもありがとうございます。今、田部井委員からは、外

来遺伝子の断片の残存性への確認というところと、オフターゲットとい

う２点についてＮＧＳの必要性があるかということで御説明いただいた

と思います。  

 １点、田部井委員に御質問です。外来遺伝子の残存性、外来遺伝子は

残存性の確認について、最初の事例であるトマトの例を御説明いただい

たと思いますけれども、そのときに、サザンとＰＣＲでやられていたと

いうことです。ＮＧＳと従来法のサザンとＰＣＲの方法と比べたときに、

どこまで短いものを見なければいけないかと、これは、なかなか何かコ

ンセンサスがあるわけではないので、この点について、例えば、本当に

短いものまで、いろいろな断片まで調べようと思ったらＮＧＳという話

になりますけれども、ここは必要ないという、そういう理解でよろしい

でしょうか。  

○田部井委員   ただいまの御質問で、確かにＰＣＲもサザン分析もそれぞれ特出があり

ます。得意とする部分、欠点という部分があります。それと同時に、今、
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ＮＧＳと言われたのは全塩基配列を読む次世代シーケンサーのことです

が、これについても、やはり特出があります。その辺を鑑みたときに、

多分、２種類の方法を組み合わせれば双方に補完して、かなり確実なこ

とが言えるのではないかなと思います。ですから、例えばサザン分析と

次世代シーケンサーを組み合わせるということも場合によってはあるか

もしれませんが、サザン分析とＰＣＲで、かなり精緻に分析された場合

に、更にそこに全ＮＧＳデータを求めるかというと、それは違うのかな

というのが現在の感触かと思います。ただし、次世代シーケンサーのデ

ータを使って、いわゆる外来遺伝子の残存を調べる新しい方法も論文と

して公表されていますし、そういうものを利用していく上で、ＮＧＳの

データを求めるということはあり得るのかなと思います。以上です。  

○近藤座長   田部井委員、ありがとうございます。ほかの委員の皆様は御意見等いか

がでしょうか。中島委員はいかがでしょうか。  

○中島委員   田部井委員の御意見で、ほぼ尽きているかと思います。世間の方々がお

思いになるほど次世代シーケンサーというのは万能ではありませんので、

どうしてもなぜか読めない領域というのが残ります。だからヒトゲノム

が全部読めたなどと言っても、実際のところは 0.1％のどうしても読めな

いところが残っても、このくらいでいいやという感じで公表されている

というのが科学界の現状です。  

 もう１つは、ＤＮＡの複製というのは非常に正確なのですが、それで

も大体 10 億に１個ぐらい間違う。トマトのゲノムは 10 億塩基ですから、

１回細胞分裂すると１個間違う。１個の細胞から固体になるのに大体 40、

50 回分裂が必要ということになりますと、そうすると何個くらい変異が

たまるかということになります。だから培養している間に、少しずつ遺

伝子が変異していきますし、更に培養中に紫外線などが当たれば、更に

変異がたまっていきます。ということはどういうことかというと、ゲノ

ム編集をやろうがやるまいが、基の株と比べて次世代シーケンサーで編

集しますと、数十箇所なり数百箇所なり、必ず違いが出てきます。天然

にそのくらいの塩基配列の違いというのは出てくるものでして、これが

天然で起こったものか、ゲノム編集で起こったものか、これは最後まで

分かりませんという理由がありますので、現在のところではオフターゲ

ットを確認するのに、次世代シーケンサーというのは余り言うほど役に

は立たない。我々が期待しているのは、外来遺伝子が残っていたら、こ

れは遺伝子組換えに該当してしまうので、そうではないことを確認する

ために次世代シーケンサーの力を借りているというのが現状でして、そ

れ以外の方法で外来遺伝子がないということが確認されているのであれ
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ば、次世代シーケンサー、しかも、塩基配列を読むのだけだったら一晩

で読めても、これを解析するほうがはるかに大変でして、高速のコンピ

ューターをかなり運転しないと決まりません。そういった事情がありま

すので、必ずしも否定するわけではありませんが、次世代シーケンサー

は言うほど万能ではないということを、消費者の皆様方が知っておいて

いただけると大変有り難く思います。以上でございます。  

○近藤座長   中島委員、どうもありがとうございます。もうお一方、小関委員コメン

トを頂いてよろしいでしょうか。  

○小関委員   小関ですけれども、お二方の委員のおっしゃられることで、全て尽きて

いると思います。塩基配列が変わるということで言うと、なかなか受け

入れ難いと思われるかもしれませんけれども、座長と私の顔はカメラが

オフになって見えないと思いますが、座長と私の顔が違うということが

何かというと、これは遺伝子が違うというところからきているわけです

から、ヒトという集団においても変異があるのが当たり前、そうでなけ

れば、言ってみれば、みんなクローン人間になってしまうかなというこ

とです。私も植物の培養をずっとやってきたのですが、クローンにして

も、先ほど田部井委員がおっしゃられたように、培養している間に、培

養というゲノムにストレスがかかると変異がバーンとかかるというのを

見てきましたし、また、次世代シーケンサーでカーネーションの全ゲノ

ムを世界で初めて決めたということをしたのですけれども、そのときも、

やはり 90％強、そのぐらい読むのが精一杯で、その後、実際にコンピュ

ーターのプログラムでやらせても、まだまだ直さなければいけない所と

か間違っている所があって、そういう意味でいったら、その技術も機械

自身もそうですし、コンピューターのプログラム自身も、完成はまだし

ていないのではないかというところを実感してきて、やったところなの

で、それよりも、もっとヒトの顔はお互いに違うように、塩基配列が変

わっているというほうが大きいというように感じております。以上です。  

○近藤座長   小関委員、どうもありがとうございました。ほかの委員の先生方は何か

追加でコメント等がありましたらお願いしたいと思いますが、いかがで

しょうか。よろしいでしょうか。今までの御意見を総合しますと、オフ

ターゲットの解析についてもＮＧＳが必ずしも有効ではないということ

と、それから外来遺伝子の確認とその断片の確認においては、次世代シ

ーケンサーやＮＧＳ以外の方法で十分証明しているのであれば、特段必

要ないということで、それ以外では、場合によって必要な場合はまとめ

ることがあるということかと思いますけれども、この辺は何か追加でコ

メントはよろしいでしょうか。なければ、有田会長、この議論はここま
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でとしましてよろしいでしょうか。ただいまの次世代シーケンサーの必

要性について、委員の先生方から、いろいろコメントを頂きましたけれ

ども、この点について、何か御意見はありますでしょうか。  

○有田会長   田部井委員などには、いろいろと教えていただいたりしておりますので、

よく分かりました。以上です。  

○近藤座長   それでは、有田会長、どうもありがとうございました。有田会長におか

れましては、この後退室いただいても、あるいは引き続き傍聴していた

だいても結構ですので、よろしくお願いいたします。  

 それでは、時間が押してきましたけれども、本日の議題２です。 (２ )

ゲノム編集技術を利用して得られた魚類の食品衛生上の取扱いについて、

資料２を使いまして、菊池参考人から御説明いただきたいと思います。

菊池参考人よろしくお願いいたします。  

○菊池参考人   資料は Skype 上には出さないという形になるのですか。  

○近藤座長   資料には共有しない形で、手元に皆さん持っているという前提で御説明

いただきたい思います。  

○菊池参考人   分かりました。東京大学水産実験所の菊池です。ここでは私は日本で養

殖されている魚の品種と系統といったものの特殊性について、遺伝的多

様性という観点から説明したいと思います。  

 専門的には品種と系統と違っているのですが、ここでは大雑把に一緒

くたに品種と系統を同じように扱いたいと思います。魚の特徴は、品種

改良の歴史が古いことで知られている栽培植物と比較しながら魚の特徴

を考えていくと分かりやすいと思いましたので、今回は栽培植物と比較

しながら話したいと思います。  

 これは１枚目のスライドが終わって、２枚目のスライドです。トマト

の所を見ますと、お米とかトマトの多くの栽培植物の品種改良は数千年

前、弥生時代から人間によって行われてきています。もちろん一言で栽

培植物と言っても、いろいろな植物があって、例外もあるわけですが、

お米やトマトとか、高度に品種改良が進んでいる植物が多いです。  

 ちなみにここの写真で、大きいトマトは品種改良されて大きくなって、

小さいトマトは品種改良がそんなに進んでいないので小さいということ

です。こういった多くの栽培植物と比べますと、魚の品種改良の歴史は

ものすごく浅いと言えます。  

 次のスライドお願いします。これは横軸が時間で、ログスケールで書

いてあるので、10 年前、100 年前、1000 年前、１万年前というのが横軸

です。縦軸が、どのぐらいの種が品種改良を行われているかということ

です。これを見ますと、パターンだけ見ていただければいいのですが、
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右のほうに寄っているのが魚とかシュリンプとか、海産物とかは全然最

近まで品種改良は行われていなかったのですが、植物や家畜はかなり昔

から行われているということです。特に日本の皆さんが好む海産物、海

の魚ですが、その品種が本格的に始まったのは、第２次世界大戦が終わ

った後の高度経済成長期ぐらいからと言って良いかと思います。弥生時

代ＶＳ昭和 50 年とかですから、ものすごく歴史が浅いということが分か

ります。  

 次のスライドお願いします。この歴史の浅さが、養殖魚の食用生物と

しては特殊な差を与えているのですが、その特殊差が出てくるのは遺伝

的多様性というところです。  

 これから遺伝的多様性の話をしますが、まずそれをどう図るかという

ことを説明したいと思います。  

 次のスライドお願いします。一口に遺伝的多様性と言っても、その中

身はいろいろあります。人間が図りやすい遺伝的多様性と、図りにくい

遺伝的多様性があるのですが、図りやすいものの１つに、ゲノムＤＮＡ

配列の個体差があります。今回はこの尺度を遺伝的多様性を代表するも

の、アバウトで示すものとみなしたいと思います。遺伝的多様性をどう

図るかということですが、まず、一人一人個体別にゲノムＤＮＡの一部

を読みます。ゲノムＤＮＡというのは、Ａ、Ｔ、Ｇ、Ｃというような４

種類の塩基がいろいろ連なっている感じです。例えば、私と皆さんの誰

か１人のＤＮＡを取ってきて、 1,000 塩基の塩基の連なりを読むわけです。

それを個体間で比べますと、 1,000 塩基を比べて、今のスライドでは２塩

基違っていると例で出しているのですが、この場合、遺伝的多様性は

1,000 塩基当たり２塩基の差と捉えるわけです。  

 次のスライドお願いします。こうやって図っていく遺伝的多様性です

が、２つ重要な観点があって、１つは、それが今どのぐらいの遺伝的多

様性があるかということで、例えば、人間の種全部の中で遺伝的多様性

がどのぐらいあるかということは重要ですし、農業生物的には品種の中

でどのぐらい多様性があるかという点が非常に重要になってくる。  

 もう一つの重要な視点としては、この遺伝的多様性が世代を超えても

ずっと安定しているのかどうか、あるいはどんどん変化していってしま

うのかということが重要です。  

 この２つのうち１つずつを見ていきたいと思います。まず、今どれぐ

らいあるのかということですが、これを具体的に見ますと、例としては

人間、トマト、魚と見ていきたいと思います。ヒトの場合は大体 1,000 塩

基当たり１塩基個体差があると言われていると思います。ちなみにこれ
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は今みんな品種改良されていない状態を考えています。次に品種改良さ

れた状態を考えますが、まず、野性状態です。されていない状態です。  

 次はトマトですが、野性状態に近いトマトが世界にいろいろ残ってい

て、そのデータを解析した例があります。この品種改良が進んでないト

マトの場合は、1,000 塩基当たり３つぐらい個体差があるとデータが出て

いました。  

 一方、野性ですが、これは私の専門ですが、 1,000 塩基３というように、

野性のトマトに近いものもあれば、 80 といったようにものすごく多様性

が高いものも多い。この 80 塩基というのは、ブリ類のデータですが、ご

く大雑把に言って、海の魚の遺伝的多様性はものすごく高いと考えてよ

さそうです。  

 次のスライドお願いします。次に、品種改良した後の遺伝的多様性を

見ています。ヒトの場合は、ヒトは品種改良されていないので、このデ

ータはないのです。トマトについては、品種内の多様性データを見つけ

ることはできなかったのですが、品種改良が高度に進んだ品種間の多様

性データはあって、これが 1,000 塩基当たり 0.3 塩基というもので、品種

内ではもっと多様性がずっと低いと思います。  

 一方、養殖魚ですが、品種改良の歴史がすごく浅いので、その多様性

の状態は赤で書いてある２～ 80 塩基と言って、野性状態と余り変わらな

い状態になっていることが多いと思います。これがその現状です。  

 次のスライドお願いします。次は、これが世代を超えて安定している

のかということです。ここの所が品種を考えるときは重要です。まず人

間は品種改良されていないので、安定に進んでいきます。トマトとか栽

培植物については、遺伝的多様性がすごく低くなった系統の中で維持さ

れていることがほとんどなので、これも非常に安定です。  

 一方、魚ですが、魚の場合は品種と言っても非常にあやふやで、野性

個体と交配することを業者はしばしばしますし、たとえ系統内で今維持

されていたとしても、ものすごく大量の個体差を最初から含んでいる系

統なので、非常に不安定で、１個世代を変えるとがらっと遺伝的な多様

性とか背景が変わってしまうことがあると考えられます。  

 少し話がずれますが、遺伝的多様性を調べる道具としては参照ゲノム

配列があります。ある１個体のゲノムを読んでしまって、これを世界の

みんなで共有しようというものです。そうしますと、その１個の共有の

ゲノムの配列を物差しとして使えるので、今は例えば違う養殖魚とか、

違う研究者が遺伝的多様性をマダイについて図っても、それを比べるこ

とができるように現在なっています。遺伝的多様性を図ることは最近は
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かなり便利になっています。日本の養殖魚の中で、参照ゲノム配列を公

開されている例としては、マダイ、ブリ類、クロマグロ、トラフグ、ヒ

ラメというものがあります。  

 次のスライドお願いします。最後まとめになります。養殖魚と栽培植

物を比べたときの特徴になります。養殖魚は品種改良の歴史が極端に浅

いために、遺伝的多様性は非常に高い。その結果として、養殖魚の世代

が変わると、遺伝的多様性の状態がものすごく変動しやすい。これは品

種の安定性を考えることは重要なことで、例えば、病気に強くてかつ成

長が早いという品種があったとします。これは病気に強いということだ

けに注目して次世代を作ってしまいますと、成長が早いものや早くない

もの、遅いものまで全部混じってしまうという状態になります。  

 一方、栽培植物の場合はかなり安定していますので、すごく大雑把な

話ですが、そういうことが起きにくいと言ってしまっていいのではない

かと思います。魚の品種の特徴を説明させていただきました。以上です。  

○近藤座長   菊池参考人、どうもありがとうございます。ただいまの菊池参考人から

の説明について何かコメントを頂きたいと思いますが、まず最初に私か

ら教えていただきたいことがあります。最初のほうのスライドで、野性

状態と品種改良後の塩基数の違いというスライドがあったと思いますが、

それで野性状態で 1,000 塩基当たり３～ 80 で、品種改良しても同じぐら

いの多様性が残っているということですが、 1,000 塩基当たり 80 塩基と

いうのは分類、系統的に別種という考えではないということですか。そ

の辺を教えてください。 

○菊池参考人   魚の場合は種という概念も実はかなり曖昧なのですが、これぐらい塩基

配列が違っていても、別種とは全く言わないと思います。  

○近藤座長   分かりました。ありがとうございました。ここが植物や菌類とは違うか

なと思いましたので。最後のほうのスライドで、参照ゲノム配列が調べ

られている例がありましたが、例えば、今、開発が進んでいるサバの参

照ゲノム配列というのは、多様性が特に高そうな魚ではないということ

になるのですか。  

○菊池参考人   すみません、声が割れて質問が聞き取りにくかったのでもう一回お願い

します。  

○近藤座長   最後のスライドで、参照ゲノム配列がある魚の例が列挙されていますが、

この中で、今、開発が進んでいるサバの参照ゲノム配列は存在するので

すか。 

○菊池参考人   サバは現時点では公開されていないと思います。  

○近藤座長   解析自体は進んでいるのですか、それともそういう解析もなされていな
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いのか、どういう状況ですか。  

○菊池参考人   日本水産学会の発表を去年まで見ている限りは、ゲノムの数パーセント

程度が読まれたというところまでは出ていましたが、全ゲノムを私は読

んでいると宣言している方はいらっしゃいませんでした。  

○近藤座長   ありがとうございます。魚は遺伝的多様性があるということで、なかな

か難しい部分があると思います。そこを踏まえますと、届出の集団とし

てどういうふうに特定していくかというところが焦点になってくるかと

思います。この辺について委員の皆様から御意見を頂きたいと思います。

例えば、参考資料３の一番最後に、育種のイメージ図が付いていますが、

これを参考にしながら、こういう多様性がある魚の場合をどうやって最

終的に届出集団を特定していくかということについて議論を始めていく

ことにして、何か意見をお願いしたいと思います。田部井委員いかがで

すか。 

○田部井委員   １つお伺いしたいのは、今、参照ゲノムということで、幾つか公開され

ている情報があると思いますが、これをベースに考えて、例えば、マダ

イならマダイで、そのほか生息している、いわゆるマダイと言われるも

のでどのぐらい実際変異が入っているものなのか。どのぐらいというの

は数なのか、パーセントなのか分かる範囲で結構ですが、例えば、マダ

イでも結構ですし、ほかのものでも結構ですが、どのぐらいの変異が入

っているというデータになっているのか教えていただけると有り難いで

す。 

○菊池参考人   まずマダイに関しては、最近、韓国からデータが出まして、ちなみに全

ゲノム参照配列を作ってくれたのも韓国の研究グループです。韓国は日

本から輸入した養殖グループを２つ、養殖生産場が養殖したものを２つ、

自分の所で養殖しているものが１つ、野性と言われているもの１つを確

か解析していて、全て塩基配列の多様性が各グループ内で 1,000 塩基当た

り２つぐらいです。野性だけ少し高くて、 1,000 塩基当たり３だったのか

な。ですから、日本の養殖マダイのほとんどが高成長系と言われていま

すが、ただその多様性が劇的に下がっているという状態ではなさそうだ

というのが、韓国から出てきたペーパーの内容だと思います。ほかの魚

はいろいろあるのですが、多分、韓国が今回出してきたマダイが一番い

ろいろクリアに示しているかなと思いました。  

○田部井委員   どうもありがとうございました。大変参考になりました。  

○近藤座長   ほかの委員の先生方から魚類について、特に植物と違って留意するとい

う観点から何か御意見、質問事項がありましたらお願いしたいと思いま

すが、いかがですか。  
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○小関委員   よろしいでしょうか。  

○近藤座長   小関委員、お願いします。  

○小関委員   今の田部井委員のお答えの中でお話されたことに興味があるのですが、

マダイを日本から持って行ったもの、韓国のもの、そして野性のものと

いうことで、各々の集団の中で 1,000 に２つというお話でしたが、各々の

集団で比較しますと、やはり異なっているのか。例えば、マダイの養殖

しているものだと、高成長系というように選ばれたものが多いと思いま

すし、その他の魚でも、言ってみれば、私は植物をやっていますと、野

性のものは雑駁というか相当に違っていますが、栽培される若しくは良

いものを選ばれるということで、系統とか品種みたいな形になったもの

はそこそこそろいますし、特定の地域種みたいなものもゲノムの上では

均一性が高いのではないかというイメージがあったのですが、タイの中

でも今幾つかお話されたので、お互いの関係を教えていただけると有り

難いです。以上です。  

○菊池参考人   まず品種間の差と野性間の差はありますが、研究者としては思ったより

大きくない。言い方としては、ぼやっとし過ぎて申し訳ないのですが、

あるけれども、そんなに大きくないなというのが１つです。  

 もう一つは、その論文の中で、やはり韓国に持って行ったものだけが

特殊に離れていて、例えば、日本の２つの養殖場のものは非常に似てい

るというような結果だったと思います。それは野性とも似ているのです。

海産魚の特殊性として１つは、ものにもよりますが、地域集団がほとん

どないということです。ブリとかマダイも恐らくそうですし、日本全部

の水域で、ほぼ地域集団できっちり分かれるものはなくて、みんな遺伝

……がそれぞれ流動していると考えて良いかと思います。以上です。  

○小関委員   今のところで、もう一つだけ最後の所でお伺いしたいのですが、地域種

と言ったのは、日本国内地域種というのではなくて、例えば、世界の各

地域においてという意味で、先ほど日本のものと韓国のものでは違って

いるというお話をされたのですが、そうしますと、ほかの国の海にいる

ものと、やはり日本のものという地域種という意味で言ったら違いはあ

るのではないかと想像されるかどうか、教えていただきたいのですが。  

○菊池参考人   それは本当に種によって違って、例えばブリの仲間でカンパチ、ブリ、

ヒラマサという３つが日本だと有名ですが、カンパチは遺伝的に調べて

も全世界で一種ではないかと言われています。ヒラマサは若干の違いが

あると。ブリは日本近海にしかいないので世界とは比較できないですが、

日本の中ではみんな同じ集団ではないかと言われているかと思います。  

○近藤座長   小関委員、菊池参考人、どうもありがとうございます。中島委員から新
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たな質問がありますので、中島委員お願いします。  

○中島委員   １つだけ、魚の多様性があるということは、それなりに種の安定性に結

び付いていると思いますが、ゲノム編集なり何なりでそういう生物にな

りますと、１匹に由来するものから養殖しなければならないとか、そう

いう可能性は考えられます。ズバリ魚を近親交配したら悪いことが起こ

るか、極端に多様性を少なくしたら、魚というのは実際のところ、近親

交配の影響が出てきて悪いことが起こってしまうのかとか、その辺につ

いてもしもデータがあれば教えていただけると有り難いです。以上です。  

○菊池参考人   まず、具体的なデータではなくて、ごく直感的なことですが、海産魚、

多様性が多い魚で近親交配すると非常に良くないことが出てくると予想

されますし、多分、養殖をされている方でも近親交配が進み過ぎた海産

魚は、多分業者として使いたがらないという方も多いのではないかと思

います。  

 一方で、サーモンのように、近親交配をかなり行っても、そんなに問

題がないという魚の種類もいます。サーモンというのは、人間が知って

いる今の段階では多様性が多くないので、やはり、もともと多様性が高

いものが、いきなり人間が近親交配で多様性を絞りますと、成長遅帯と

か余りよろしくないことが起きやすくなって、もとから多様性があんま

り大きくない魚ではかなりそれに耐えるのかなというのが大雑把な印象

です。 

 具体的な例としては、日本の中ではマダイの品種改良がかなり進んで

いるのですが、やはり近親交配の例で、いろいろな奇形とかも含めて病

気になりやすいという例は論文として幾つも出ております。ですから、

多分、業者さんたちはそういうデータは内部できちんと把握しながら近

親交配が進まないような形で維持されていると私は思っております。以

上です。  

○近藤座長   中島委員、菊池参考人、どうもありがとうございます。ここで二村参考

人のほうから御質問があるようですが、二村参考人、お願いします。  

○二村参考人   戻ったような形で非常に基本的な質問ですが、魚における品種改良の手

法として、ゲノム編集以外にどういうものが今行われているのか、少し

総括的にお話いただけると助かります。よろしくお願いします。  

○菊池参考人   これは菊池から答えればいいのですか。水産庁さんがいらっしゃって、

そちらのほうが。  

○二村参考人   どなたでも。  

○近藤座長   水産庁のほうから、よろしくお願いします。  

○水産庁中西課長補佐  水産庁の栽培養殖課の中西です。一般論的なお答えとして、若干



 

 - 30 - 

先ほど出てきた選抜育種というのが、恐らくこれまで水産の場ではやら

れてきているような育種方法ではないかと思います。大きいものとか病

気に強いものを掛け合わせてより良い品種を作っていくと。特に先ほど

から出ているマダイなどではかなり進んでいるのではないかと受け止め

ております。一般論的にはそういったことかと思います。ブリのように

天然種苗を使っているものもありますから、その辺は魚によって取り組

まれ方や進み方はそれぞれ違うのかなということで受け止めております。

以上です。  

○菊池参考人   菊池から補足いたします。それがクラッシックな方法で、今、一番新し

いのでゲノム編集があるかと思いますが、時期的にはその１つ手前に組

換えというものがあって、組換えは現在恐らくアメリカでは魚で認可さ

れているのか、されつつあるのかが１種類ぐらいという状況だと思いま

す。 

 その１つ前に歴史的には多分染色体操作があって、これは先ほど御説

明されたようですし、欧米ではものすごくサーモンでマーケットは大き

くて非常によく使われていて、既に日常化が行われている技術だと思い

ます。大雑把に言って、歴史的にはそういうふうな流れで、古典的な品

種改良、染色体操作、組換え、そしてゲノム編集と捉えてよいのではな

いかと思います。以上です。  

○近藤座長   ありがとうございます。そのほか何か追加で御質問、御意見等ありまし

たらお願いしたいと思います。岡本委員、何か魚について留意する点、

その他コメントはありますか。  

○岡本委員   産業的に使われているのは、今、御説明があったとおりかと思います。

また、研究レベルではほかにも交雑育種という別の種同士を掛ける育種

や突然変異を誘発するような技術も技術としては研究が進んでいますが、

少なくとも、その辺はまだ産業的には使われていないものが、あるいは

こと育種に関してはほとんど実用的なものはそれほどないのかなという

印象です。補足です。以上です。  

○近藤座長   岡本委員、ありがとうございます。ほかの委員の先生方、あるいは参考

人の皆様から追加で何かコメントしたいことがありましたらお願いした

いと思いますが、いかがですか。ほかよろしいですか。菊池参考人どう

もありがとうございました。本日の議論を踏まえて、またもう少し議論

が必要かなというところもあります。ですので、魚類の食品衛生上の取

扱いについては、今日の御意見等も踏まえて、引き続き、この調査会の

場において議論をしていきたいと考えております。最後になりますが、

委員の先生方、あるいは参考人の皆様から追加で何か御意見、コメント
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などありましたらお願いしたいと思いますが、いかがですか。  

○岡本委員   先ほどの件ですが、交雑育種は信州サーモンは交雑育種を使われていま

すので、産業的に交雑育種と染色体操作を組み合わせたものも実際には

使われているということで訂正させていただきます。以上です。  

○近藤座長   岡本委員、訂正ありがとうございます。その他、よろしいですか。事務

局から何か連絡事項がありましたらお願いします。  

○今川室長   次回については、また委員の先生方と参考人の皆様方には、追って日程

調整をさせていただきます。よろしくお願いします。事務局からは以上

です。 

○近藤座長   今日の遺伝子組換え食品等調査会はこれにて終了いたします。委員の先

生方、参考人の皆様、どうもありがとうございました。  

○今川室長   有田会長、中平専務、貴家次長、どうもありがとうございました。大変

助かりました。  


